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道の駅「かつらぎ西」維持管理作業

分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局
和歌山河川国道事務所長
小谷　哲也
和歌山県和歌山市西汀丁１６

令和　８年　４月　７日

かつらぎ町長

¥１４，８２１，２９０－

別紙のとおり



随 意 契 約 理 由 書 

 
１．業務名 
   道の駅「かつらぎ西」維持管理作業 
 
２．業者名 
   かつらぎ町 
 
３．随意契約理由 
   本業務は、道の駅「かつらぎ西」の日常的に必要な維持管理をおこなうものであ

る。本業務の実施箇所である道の駅「かつらぎ西」は、京奈和自動車道唯一の休憩

施設であり、公益性の非常に高い管理を求められる。同時に日常管理にあっては、

ユーザーの快適性を確保するためにも迅速性が求められる。かつらぎ町は、敷地内

に施設を所有しており、迅速に日常維持管理を実施できる。またコスト面でもかつ

らぎ町施設の運営と合わせて実施可能であるため、非常に低コストでの実施が可能

である。機密性の確保、公益性、迅速性及びコストの点より本業務を実施可能であ

るのはかつらぎ町以外は存在しない。 
 
４．随意契約する根拠法令 
   会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号 
 
 
                            
 
 
                              道路管理第二課長  
                                 守田 景敬 


